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は
じ
め
に

　

南
北
朝
内
乱
に
際
し
、
多
く
の
武
士
が
自
ら
の
所
領
を
離
れ
、
全
国
各

地
を
転
戦
し
て
い
た
こ
と
は
、
種
々
の
史
料
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る（
１
）。

例
え
ば
、
常
陸
の
野
本
朝
行
は
、

建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
の
足
利
尊
氏
の
挙
兵
と
上
洛
に
従
軍
し
、
そ
の

京
都
か
ら
の
敗
走
に
も
従
っ
て
播
磨
ま
で
付
い
て
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

船
で
西
へ
逃
れ
よ
う
と
し
た
尊
氏
ら
に
置
い
て
行
か
れ
、
土
地
勘
の
な
い

畿
内
か
ら
常
陸
へ
の
帰
還
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
途
上
、
遠
江

九
州
で
戦
っ
た
常
陸
武
士

─
小
河
益
戸
行
政
─

中
根
正
人

井
伊
谷
の
南
朝
方
の
攻
撃
に
参
加
し
て
い
る
。そ
し
て
常
陸
に
帰
国
後
も
、

北
朝
方
と
し
て
積
極
的
に
戦
い
、
建
武
四
年
に
没
し
た（
２
）。
こ
こ
か
ら
、
建

武
二
年
か
ら
四
年
ま
で
の
わ
ず
か
二
年
の
間
に
、
朝
行
は
京
都
、
播
磨
、

遠
江
、
常
陸
の
各
所
で
戦
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
武
蔵
の
山

内
経
之
は
、
高
師
冬
に
従
っ
て
故
郷
武
蔵
を
離
れ
て
常
陸
に
攻
め
入
り
、

異
郷
の
地
で
の
苦
し
い
戦
い
の
中
で
討
死
し
た
と
み
ら
れ
る（
３
）。

　

南
朝
方
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
新
田
一
族
の
大
井
田
義
氏
は
、
延
元

二
年
（
北
朝
建
武
四
年
）
頃
に
、
三
河
戦
線
で
仁
木
義
高
を
討
つ
活
躍
を

み
せ
、
そ
の
二
年
後
の
同
四
年
（
北
朝
暦
応
二
年
）
頃
に
な
る
と
、
今
度

は
石
見
に
現
れ
、
国
司
と
な
っ
た
日
野
氏
ら
と
共
に
北
朝
方
の
上
野
頼
兼
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と
戦
っ
て
い
た
こ
と
が
み
え
る（
４
）。ま
た
、や
は
り
新
田
一
族
の
綿
打
氏
は
、

建
武
五
年
五
月
、
和
泉
堺
浜
で
北
朝
方
の
大
友
氏
と
戦
い
、
暦
応
年
間
に

は
四
国
は
土
佐
に
入
っ
て
活
躍
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
な
ど（
５
）、

大

き
く
離
れ
た
地
域
で
の
活
動
が
確
認
で
き
る
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
人
物
の
一
人
と
み
ら
れ
る
、
常
陸
国
小
河
郷

（
現
・
小
美
玉
市
小
川
）
の
益
戸
行
政
に
つ
い
て
、
史
料
か
ら
そ
の
活
動

と
そ
の
背
景
を
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
行
政
は
、
系
譜
上
は
下
河

辺
政
義
の
次
男
政
平
に
始
ま
り
、
小
河
郷
を
中
心
と
し
て
展
開
し
た
益
戸

氏
の
庶
流
（
本
稿
で
は
小
河
益
戸
氏
と
呼
称
す
る
。）
に
連
な
り
、
広
政

の
嫡
子
と
み
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
彼
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
永
和
年
間

に
鎌
倉
円
覚
寺
に
寄
進
さ
れ
た
小
河
郷
を
巡
る
、
鎌
倉
府
と
在
地
勢
力
の

争
い
に
お
け
る
一
方
の
当
事
者
と
し
て
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
に
留
ま
り（
６
）、

そ
れ
以
前
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る（
７
）。
ま
た
、
益
戸
氏
全
体
に
つ
い
て
も
、
そ
の
系
譜
関
係
等
に
つ
い

て
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
一
流
で
あ
る
小
河
益
戸
氏
の
活

動
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で（
８
）、

南
北
朝
内
乱
期
の
常
陸
地
域
に
つ

い
て
考
え
る
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
た
い
。

一
　
南
北
朝
内
乱
期
の
日
向
国
に
お
け
る
益
戸
氏
の
動
向

　

さ
て
、
益
戸
行
政
の
本
来
の
在
所
は
、
当
然
な
が
ら
関
東
、
常
陸
と
考

え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
史
料
上
の
彼
の
初
見
は
、
遥
か
西
国
、
九
州

は
日
向
国
で
の
活
動
で
あ
る
。

【
史
料
一
】

一
、
去
年
建
武

二

十
二
月
十
三
日
、
世
上
闘
乱
之
由
依
レ

有
二

其
聞
一

、一
族

相
共
欲
レ

令
二

上
洛
一

之
処
、
伊
東
藤
内
左
衛
門
尉
祐
広
新
田
右
衛
門

佐
祇
候
人

・
同
弥

七
・
同
弥
八
・
益
戸
以
下
凶
徒
等
令
レ

乱
二

入
国
富
庄
以
下
所
一々

、

依
レ

致
二

濫
妨
狼
藉
一

、
国
中
平
均
相
随
、
致
二

党
類
一

之
由
披
露
之
間
、

同
廿
七
日
一
族
相
共
揚
二

御
旗
一

、
打
二

出
宿
所
一

候
事
（
畢
ヵ
）、（
９
）

　

史
料
一
は
、日
向
国
の
土
持
宣
栄
が
提
出
し
た
軍
忠
状
の
一
部
で
あ
る
。

南
北
朝
内
乱
に
際
し
、
日
向
国
で
は
伊
東
祐
広
及
び
そ
の
一
族
ら
が
南
朝

方
に
属
し
、
土
持
氏
ら
北
朝
方
と
戦
っ
た
と
み
ら
れ
る
が）

（1
（

、
そ
の
中
に
南

朝
方
の
人
物
と
し
て
「
益
戸
」
な
る
名
前
が
確
認
で
き
る
。
次
に
み
る
一

連
の
史
料
か
ら
、
こ
れ
が
益
戸
行
政
ら
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思

わ
れ
る
。

【
史
料
二
】

新
田
右
衛（
義
貞
）門

佐
与
同
之
仁
益
戸
弥
四
郎
行
政
・
同
四
郎
兵
衛
尉
秀
名
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并
石
河
内
弁
済
使
以
下
、今
月
十
日
新
納
院
岩
戸
原
・
彦
尾
合
戦
段
、

被
レ

致
二

忠
節
一

之
由
、
被
二

聞
食
一

状
如
レ

件
、

　
　
　
　

建
武
三
年
五
月
十
二
日　

在
（
畠
山
義
顕
）
判

　
　
　
　
　
　

土
持
新
兵（
宣
栄
）衛

尉
殿）

（（
（

【
史
料
三
】

新
田
右
衛（
義
貞
）門

佐
与
同
之
仁
益
戸
弥
四
郎
行
政
以
下
楯
二

籠
石
之
城
一

者
、
早
佐
伯
備
前
守
并
一
族
等
相
共
馳
二

向
彼
城
一

、
可
レ

被
二

誅
伐
一

之
状
如
レ

件
、

　
　
　
　

建
武
三
年
五
月
十
五
日　

在
（
畠
山
義
顕
）

判

　
　
　
　
　
　

土
持
新
兵
衛（
宣
栄
）尉
殿）

（1
（

【
史
料
四
】

新
田
右
衛（
義
貞
）門
佐
殿
与
同
仁
益
戸
孫〔
弥
〕四
郎
行
政
、
同
四
郎
兵
衛
尉
秀
命〔
名
〕

以
下
凶
徒
等
、七
月
九
日
寄
二

来
新
納
院
政
所
城
一

、及
二

合
戦
一

之
間
、

那
賀
右
衛
門
九
郎
盛
連
致
二

軍
忠
一

之
時
、
旗
指
井
藤
六
郎
頸

、
中
間

孫
八
右肘

被
レ

疵
候
畢
、
次
於
二

岩
戸
原
并
彦
尾
一

先
懸
之
段
、
侍
所
御
見

知
之
上
者
、
以
二

此
旨
一

可
レ

有
二

御
披
露
一

候
、
恐
慢
謹
言
、

　
　
　
　

建
武
参
年
七
月
十
日　
　

日
下
部
盛
連
上

　
　
　

進
上　

御
奉
行
所

　
　
　
　
　
「
承
了
（
（
畠
山
義
顕
）

花
押
影
）」）

（1
（

　

史
料
二
、三
は
、
土
持
宣
栄
に
対
し
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
三
月

に
日
向
国
に
尊
氏
か
ら
「
差
遣
」
さ
れ
て
入
国
し
た
畠
山
義
顕
（
後
に
直

顕
）
が
出
し
た
感
状
と
軍
勢
催
促
状
の
写
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
益
戸
行

政
・
同
秀
名
ら
が
、
日
向
国
中
部
の
新
納
院
石
城
（
宮
崎
県
児
湯
郡
木
城

町
）
を
拠
点
と
し
た
「
新
田
右
衛（
義
貞
）門

佐
与
同
之
仁
」、
即
ち
南
朝
方
勢
力

で
あ
る
こ
と
、
建
武
三
年
五
月
に
新
納
院
の
岩
戸
原
（
宮
崎
県
児
湯
郡
木

城
町
高
城
）、
彦
尾
で
北
朝
方
と
戦
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
行
政
と
共
に

出
て
く
る
益
戸
秀
名
は
、
一
族
で
野
寺
郷
一
部
地
頭
職
を
務
め
た
忠
行
の

子
と
み
ら
れ）

（1
（

、
行
政
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

史
料
三
で
は
籠
城
者
と
し
て
行
政
の
名
の
み
が
み
え
て
お
り
、
行
政
と
秀

名
で
は
、
行
政
が
よ
り
有
力
な
立
場
と
み
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
史
料
四
は
、
同
年
七
月
、
新
納
院
政
所
城
に
益
戸
行
政
、
秀
名
ら

が
攻
め
寄
せ
て
合
戦
と
な
っ
た
際
、
北
朝
方
と
し
て
彼
ら
と
戦
っ
た
日
下

部
盛
連
が
提
出
し
た
軍
忠
状
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、「
岩
戸
原
并
彦
尾
」

の
地
名
が
み
え
て
お
り
、
土
持
氏
と
共
に
日
下
部
氏
が
益
戸
氏
と
対
峙
し

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
か
ら
、
遅
く
と
も
建
武
二
年
の
冬
ま
で
に
、
益
戸
行
政
と
そ
の
一

族
は
日
向
国
に
入
国
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
背
景

は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
建
武
政
権
下
に
お
い
て
、
益
戸
氏
が

何
ら
か
の
権
益
を
日
向
国
に
貰
っ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
か）

（1
（

。

　

そ
の
後
も
、
益
戸
行
政
は
日
向
国
内
で
戦
い
を
続
け
て
い
た
よ
う
で
あ
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る
。

【
史
料
五
】

益
戸
孫〔
弥
〕四

郎
行
政
、
同
舎
弟
大
貫
三
郎
秀
信
以
下
凶
徒
等
、
楯
二

籠

新
納
院
之
内
石
城
一

候
之
、
同
正
月
廿
八
日
押
二

寄
於
彼
城
一

三
ケ
日

合
戦
仕
候
之
処
、
盛
連
之
親
類
金
丸
余
次
盛
忠
被
レ

疵
射
疵

頸

、
同
岩
瀬

七
郎
惟
重
被
レ

疵
射
疵　

左
太
股

、
旗
差
右
馬
二
郎
被
レ

疵
射
疵

右
膝

候
、
且
此
段
侍
所

御
検
見
候
之
上
者
、
預
二

御
一
見
書
一

、
可
レ

捧
二

軍
忠
之
後
証
一

候
、

以
二

此
旨
一

可
レ

有
二

御
披
露
一

候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　

建
武
五
年
二
月
二
日　

日
下
部
盛
連上

（
裏
花
押
）

　
　
　

進
上　
　

御
奉
行
所

　
　
　
　
「
承
了
（
花
（
畠
山
義
顕
）

押
）」）

（1
（

　

史
料
五
は
、
建
武
五
年
の
正
月
に
、
益
戸
行
政
ら
が
籠
る
石
城
を
、
日

下
部
盛
連
ら
北
朝
方
が
攻
撃
し
た
際
の
戦
功
を
記
し
た
軍
忠
状
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
え
る
「
大
貫
三
郎
秀
信
」
は
、
行
政
の
「
舎
弟
」
と
あ
り
、
益

戸
広
政
に
は
行
政
の
他
に
も
子
供
が
居
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、

秀
信
は
こ
の
史
料
で
の
み
確
認
で
き
る
人
物
で
あ
り
、
常
陸
で
の
活
動
は

確
認
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

こ
の
頃
の
日
向
国
に
お
け
る
南
朝
方
は
、
建
武
五
年
五
月
に
伊
東
祐
広

が
、
七
月
に
は
野
辺
盛
忠
が
相
次
い
で
降
伏
し
て
お
り
、
畠
山
義
顕
を
中

心
と
す
る
北
朝
方
の
攻
勢
の
前
に
、徐
々
に
勢
力
を
削
が
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
益
戸
行
政
ら
は
、
こ
の
頃
日
向
南
部
に
ま
で
影
響
力
を
持
っ
て

い
た
大
隅
の
肝
付
兼
重
ら
と
連
携
し
、
な
お
も
抵
抗
を
続
け
よ
う
と
し
た

が
、
劣
勢
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

【
史
料
六
】

日
向
国〔
々
脱
〕

富
庄
那
賀
右
衛
門
九
郎
盛
連
軍
忠
条
々

一
、
肝
付
八
郎
兼
重
与
同
益
戸
孫〔
弥
〕四
郎
以
下
輩
、
去
正
月
廿
六
日
、

打
二

入
同
庄
田
野
別
府
一

、
浜
城
楯
籠
候
間
、
即
馳
向
構
二

向
陣
一

、
数

日
攻
戦
之
処
、
二
月
十
四
日
夜
中
責
二

入
城
内
一

没
落
畢
、

一
、
去
年
八
月
比
、
為
二

兼
重
追
伐
一

被
レ

召
二

向
城
一

、
連
々
御
合
戦

之
時
、
致
二

軍
忠
一

之
処
、
今
年
八
月
十
三
日
、
捨
二

向
城
一

引
二

巻
兼

重
城
一

、
攻
戦
之
處
、
同
十
七
日
夜
兼
重
忍
二

出
城
内
一

、
楯
二

籠
野
尻

城
一

畢
、
雖
レ

然
、
兼
重
子
息
金
頭
以
下
之
党
類
等
、
相
残
致
二

合
戦
一

之
間
、
日
々
夜
々
致
二

散
々
合
戦
一

畢
、
爰
同
廿
七
日
、
金
頭
降
参
、

仍
被
レ

破
二

却
城
槨
一

畢
、
皆
以
被
二

知
食
一

之
間
、
不
レ

及
二

巨
細
言
上
一

者
也
、
為
レ

備
レ

後
証
言
上
如
レ

件
、

　
　
　
　

暦
応
二
年
九
月
二
日　

日
下
部
盛
連
（
裏
花
押
）

　
　

進
上　

御
奉
行
所

　
　
　
　
　
　
　
　
「
承
了
（
花
（
畠
山
義
顕
）

押
）」）

（1
（

　

史
料
六
は
、
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
に
日
下
部
盛
連
が
畠
山
義
顕
に

提
出
し
た
軍
忠
状
で
あ
る
。
こ
の
年
の
正
月
、
益
戸
行
政
は
、
国
富
庄
田
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野
別
府
（
現
・
宮
崎
市
田
野
町
）
へ
侵
攻
し
、
浜
城
へ
籠
城
し
た
。
史
料

五
以
降
の
あ
る
時
点
で
、
そ
れ
ま
で
の
拠
点
で
あ
っ
た
石
城
を
失
っ
た
行

政
は
、
同
城
か
ら
や
や
南
の
国
富
庄
方
面
に
拠
点
を
移
し
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
、
田
野
別
府
へ
の
進
軍
は
勢
力
回
復
を
狙
っ
て
の
侵
攻
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
盛
連
ら
は
即
座
に
浜
城
に
向
か
っ
て
攻
撃

を
仕
掛
け
、
二
月
十
四
日
に
同
城
は
落
城
し
た
と
い
う
。
こ
の
浜
城
で
の

敗
戦
後
、
日
向
国
内
で
行
政
の
活
動
を
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
時
に

降
伏
し
て
没
落
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
行
政
の
降
伏
後
も
、
益
戸
氏
一
族
が
南
朝
方
と
し
て
日
向
国

で
戦
っ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
史
料
か
ら
も
わ
か
る
。

【
史
料
七
】

凶
徒
土
持
次
郎
重
縄〔
綱
ヵ
〕与
同
益
戸
三
郎
秀
政
誅
伐
之
時
、
稲
懸
五
郎
秀
政
小
舅

虜
令
二

進
上
一

訖
、
以
二

此
旨
一

可
レ

有
二

御
披
露
一

候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　

暦
応
三
年
八
月
五
日　

日
下
部
盛
連

　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
（
畠
山
義
顕
）押））
（1
（

　

史
料
七
も
日
下
部
盛
連
の
軍
忠
状
だ
が
、
こ
こ
で
盛
連
は
、
南
朝
方
の

土
持
重
縄
に
味
方
す
る
益
戸
秀
政
を
討
つ
に
際
し
、
そ
の
小
舅
で
あ
っ
た

稲
懸
五
郎
を
捕
ら
え
て
畠
山
義
顕
に
渡
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
土
持

重
縄
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
史
料
二
、三
に
み
え
る
宣
栄
と
は
立
場
を
異

に
し
た
土
持
氏
一
族
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

　

こ
の
史
料
か
ら
、
益
戸
三
郎
秀
政
の
名
が
確
認
で
き
、
ま
た
彼
は
稲
懸

五
郎
の
婿
養
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
郎
と
い
う
名
乗
り
が
同
一

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
に
み
た
行
政
の
弟
大
貫
秀
信
の
系
統
に
連
な
る
人

物
か
、
或
い
は
彼
自
身
が
名
乗
り
を
改
め
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
が
、

秀
政
に
つ
い
て
も
こ
の
史
料
に
み
え
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
系
譜
関
係
は

不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
行
政
の
降
伏
後
も
、
日

向
国
に
は
益
戸
氏
の
一
部
が
残
り
、
抵
抗
を
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

ま
た
伊
東
氏
や
肝
付
氏
の
降
伏
後
も
、
日
向
国
内
で
は
南
朝
勢
力
が
活
動

を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
次
の
史
料
か
ら
、
更
に
下
っ
て
観
応
年
間
に
入
っ
て
も
な
お
、

九
州
南
部
で
益
戸
氏
の
活
動
が
確
認
で
き
る
。

【
史
料
八
】

平
群
内
平
野
村
事
、
先
日
相
良
三
郎
左
衛
門
尉
子
息
依
レ

為
二

本
領
一

宛
賜
候
之
処
、
自
二

平
群
領
家
方
一

可
レ

致
二

違
乱
一

由
依
二

其
聞
候
一

、

無
レ

謂
由
此
人
被
レ

申
候
、
若
左
様
之
違
乱
人
出
来
候
者
、
被
レ

仰
二

其

旨
一

無
二

子
細
一

候
様
可
レ

有
二

御
沙
汰
一

旨
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

九
月
廿
一
日　
　

行
秀
（
花
押
）

　
　
「
益（
切
封
ウ
ハ
書
）

戸
殿
（
墨
引
）　

行
秀
」）

11
（

【
史
料
九
】

　
　
　
　

 
大
隅
国
禰
寝
孫
次
郎
清
成
今
者
死
去

、
同
舎
弟
三
位
房
清
有
二

軍
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忠
一

事
、

右
、
去
観
応
三
年
十
二
月
三
日
夜
、
楡
井
四
郎
頼
仲
、
同
舎
弟
又
四

郎
頼
重
以
下
凶
徒
等
、
忍
二

取
当
院
大
姶
良
城
一

之
間
、
翌
日
四
日

押
二

巻
彼
城
一

連
日
致
二

合
戦
一

、（
中
略
）

同（
文
和
二
年
八
月
）

十
七
日
、
益
戸
四
郎
左
衛
門
尉
田
間
陣
取
之
時
合
戦
、
若
党
邊
津

賀
又
八
親
元
左
肩

同

、
中
間
三
郎
四
郎
左
膝

同

、
同
平
太
郎
頭同

、（
中
略
）

自
二

観
応
三
年
十
二
月
一

迄
レ

于
レ

今
、
所
々
合
戦
、
凶
徒
等
数
十
人

討
二

取
之
一

、
親
類
若
党
以
下
、
或
被
レ

討
之
、
或
被
レ

疵
之
条
、
軍
御

奉
行
人
野
本
藤
次
行
秀
見
知
之
上
者
、
預
二

御
一
見
状
一

、
為
レ

備
二

後

證
一

粗
言
上
如
レ

件
、

　
　
　
　

文
和
三
年
三
月　

日

　
　
　
　
　
　
　
　

承
了
（
花（
畠
山
直
顕
）

押
影
））

1（
（

　

史
料
八
は
野
本
行
秀
の
書
状
で
あ
り
、
平
野
村
（
現
・
宮
崎
県
生
駒
郡

平
群
町
）
を
巡
る
相
良
頼
明
と
平
群
領
家
方
の
相
論
に
つ
い
て
、
そ
の
理

非
を
糺
明
し
、
問
題
が
な
い
よ
う
に
沙
汰
し
て
す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の

で
あ
る
。
無
年
号
文
書
だ
が
、
相
良
頼
明
（
本
史
料
の
「
三
郎
左
衛
門
尉
」）

が
子
の
彦
寿
丸
（
同
「
子
息
」）
に
同
地
を
譲
っ
た
譲
状
と）

11
（

、
同
地
を
「
由

緒
地
」
と
し
て
畠
山
直
顕
か
ら
安
堵
さ
れ
た
宛
行
状
の
年
次
か
ら）

11
（

、
観
応

元
年
（
一
三
五
〇
）
の
書
状
で
あ
る
と
み
ら
れ
る）

11
（

。
本
文
の
宛
所
を
欠
く

が
、
切
封
部
分
に
「
益
戸
殿
」
と
み
え
、
益
戸
氏
宛
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
と
共
に
、
こ
の
人
物
が
何
者
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
日
向

に
お
い
て
益
戸
氏
の
北
朝
方
と
し
て
の
活
動
が
確
認
で
き
る
。

　

ま
た
史
料
九
は
、大
隅
の
禰
寝
氏
一
族
建
部
氏
の
軍
忠
状
の
写
で
あ
る
。

観
応
三
年
十
二
月
か
ら
文
和
三
年
三
月
ま
で
の
間
、
大
隅
の
大
姶
良
城

（
現
・
鹿
児
島
県
鹿
屋
市
大
姶
良
町
）
を
巡
り
、
南
朝
方
の
楡
井
頼
仲
ら

と
、
北
朝
方
の
畠
山
直
顕
お
よ
び
禰
寝
氏
一
族
ら
が
激
し
く
戦
っ
た
。
そ

の
間
の
文
和
二
年
八
月
、「
益
戸
四
郎
左
衛
門
尉
」
が
、
田
間
に
陣
取
っ

た
際
に
建
部
氏
ら
と
戦
い
と
な
り
、
建
部
氏
の
若
党
や
中
間
が
ケ
ガ
を
し

た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、
楡
井
氏
と
共
に
益
戸
四
郎
左
衛
門
尉
が
大
隅
の

大
姶
良
城
に
入
り
、南
朝
方
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
末
期
に
活
動
し
て
い
た
行
直
の
子
に
当
た

ろ
う
か）

11
（

。

　

な
お
、
こ
の
時
の
北
朝
方
の
軍
奉
行
に
は
「
野
本
藤
次
行
秀
」
と
み
え
、

史
料
八
の
野
本
行
秀
そ
の
人
が
担
当
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
先
の
史
料

十
一
と
合
わ
せ
、
野
本
行
秀
は
畠
山
直
顕
の
被
官
と
し
て
活
動
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

史
料
八
、九
の
二
つ
の
史
料
か
ら
、
暦
応
三
年
以
降
の
南
九
州
に
お
い

て
、
な
お
も
益
戸
氏
が
北
朝
方
、
或
い
は
南
朝
方
と
し
て
活
動
を
展
開
し

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
彼
ら
が
、
こ
れ
ま
で
出
て
き
た
人
物
の
誰

に
連
な
る
人
物
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
以
降
の
南
九
州
に
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お
い
て
、
益
戸
氏
の
活
動
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も

貞
和
～
観
応
年
間
に
南
九
州
に
在
っ
た
益
戸
氏
は
、
日
向
国
に
お
い
て
畠

山
直
顕
が
従
う
足
利
直
冬
方
の
立
場
に
あ
っ
た
系
統
と
、
南
朝
方
と
し
て

大
隅
周
辺
に
在
っ
た
系
統
の
二
派
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
こ
こ
ま
で
建
武
～
暦
応
年
間
の
益
戸
行
政
の
活
動
と
そ
の
後
の

九
州
に
お
け
る
益
戸
氏
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
建
武
二
年
頃
ま
で
に
日
向

国
に
入
っ
た
行
政
は
、
新
納
院
石
城
を
拠
点
と
し
て
伊
東
氏
や
肝
付
氏
ら

南
朝
勢
力
と
連
携
し
て
北
朝
方
に
対
抗
し
た
。
し
か
し
、
北
朝
方
が
徐
々

に
勢
力
を
強
め
る
中
で
、
石
城
を
失
陥
し
、
田
野
別
府
の
浜
城
に
移
っ
て

な
お
も
抵
抗
を
続
け
た
も
の
の
、
最
終
的
に
彼
自
身
は
暦
応
二
年
に
降
伏

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
後
も
、
三
郎
秀
政
の
よ
う
に
日
向

国
内
で
活
動
す
る
益
戸
氏
一
族
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
引
き
続
き
九

州
南
部
で
一
族
が
活
動
を
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

二
　
常
陸
帰
国
後
の
益
戸
行
政

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
通
り
、
益
戸
行
政
は
九
州
の
南
朝
方
勢
力
の
一
翼

を
担
い
、
概
ね
建
武
～
暦
応
年
間
に
か
け
て
活
動
し
て
お
り
、
そ
れ
は
弟

秀
信
や
同
族
の
秀
名
、
秀
政
と
い
っ
た
一
族
で
の
軍
事
行
動
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
二
月
、
日
向
国
で
北
朝
方
に
降
伏
し

た
益
戸
行
政
は
、
時
期
は
不
明
だ
が
無
事
に
常
陸
へ
帰
国
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
南
北
朝
内
乱
に
際
し
、
常
陸
に
在
っ
た
行
政
の
父
広
政
は
、
行

政
と
は
異
な
り
北
朝
方
に
立
っ
て
周
辺
の
合
戦
に
参
陣
し
、
戦
功
を
挙
げ

つ
つ
、
所
領
の
維
持
を
図
っ
て
い
た）

11
（

。
こ
の
頃
の
常
陸
で
は
、
当
初
南
朝

方
が
優
位
に
立
っ
て
い
た
が
、
佐
竹
氏
を
中
心
と
し
た
北
朝
方
が
徐
々
に

南
朝
方
の
拠
点
を
落
と
し
て
行
き
、
最
終
的
に
は
同
四
年
十
一
月
、
北
畠

親
房
ら
が
籠
っ
て
い
た
関
・
大
宝
城
を
攻
略
し
た
こ
と
で
、
北
朝
方
の
勝

利
に
終
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
中
で
、
益
戸
広
政
は
終
始
北
朝
方
と

し
て
活
躍
し
、
自
ら
の
所
領
を
守
り
抜
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
行
政

も
、
そ
の
よ
う
な
父
の
活
躍
が
あ
っ
て
、
故
郷
へ
の
帰
国
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
、
行
政
本
人
を
含
め
、
小
河
益
戸
氏

の
活
動
を
示
す
史
料
は
確
認
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
広
政
か
ら
行

政
の
家
督
相
続
の
時
期
や
広
政
の
没
年
に
つ
い
て
も
不
明
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
行
政
が
再
び
登
場
す
る
の
は
、
九
州
で
の
戦
い
か
ら
三
十
数
年

後
の
永
和
年
間
、
円
覚
寺
の
造
営
料
所
と
さ
れ
た
小
河
郷
を
巡
る
相
論
で

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

事
の
発
端
は
、
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
に
焼
失
し
た
円
覚
寺
の
修
築

を
巡
る
役
賦
課
で
あ
っ
た）

11
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
、
鎌
倉
府
は
関
東
各
国
の
守
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護
や
有
力
者
を
通
じ
て
棟
別
銭
の
徴
収
を
進
め
る
と
共
に
、
造
営
料
所
の

寄
進
を
行
っ
た
。
そ
の
一
つ
に
、
小
河
益
戸
氏
の
本
貫
地
で
あ
る
常
陸
国

小
河
郷
も
含
ま
れ
て
お
り
、
同
地
は
永
和
三
年
よ
り
三
ケ
年
の
間
、
料
所

と
し
て
寄
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
小
河
郷
が
造
営
料
所
と
さ

れ
た
背
景
と
し
て
、
高
橋
裕
文
氏
は
か
つ
て
行
政
が
南
朝
方
と
し
て
活
動

し
て
い
た
こ
と
が
緒
を
引
い
て
お
り
、
所
領
を
没
収
さ
れ
た
と
す
る
が）

11
（

、

少
な
く
と
も
常
陸
国
内
に
は
、
真
壁
氏
や
東
条
氏
、
小
田
氏
の
よ
う
に
、

小
河
益
戸
氏
と
同
様
に
南
朝
方
に
在
っ
た
勢
力
は
多
数
存
在
し
て
お
り
、

三
十
年
近
く
前
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
理
由
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

小
河
郷
の
寄
進
を
受
け
、
関
東
管
領
上
杉
能
憲
は
、
鎌
倉
府
の
奉
行
人

で
あ
る
雑
賀
希
善
・
壱
岐
政
高
を
両
使
と
し
、
同
地
の
円
覚
寺
雑
掌
へ
の

沙
汰
付
を
命
じ
た
。
こ
の
両
使
が
現
地
入
り
し
た
際
の
動
き
は
、
次
の
請

文
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
史
料
十
】

円
覚
寺
造
営
料
所
常
陸
国
小
河
郷
事
、
任
二

去
月
十
六
日
御
施
行
之

旨
一

、
今
月
十
八
日
壱
岐
左
京
亮
政
高
・
希
善
相
共
莅
二

彼
所
一

、

沙
二

汰　
付
下
地
於
寺
家
雑
掌
妙
識
一

候
訖
、
仍
請
取
状
如
レ

此
候
、

云
二

村
々
名
字
一

、
云
二

土
貢
分
限
一

、
欲
二

注
申
一

之
処
、
百
姓
等
与
二

本
主
益
戸
常
陸
入
道
行
政
一

一
体
之
間
、
更
不
レ

随
二

所
勘
一

、

不
レ

及
レ

致
二

厨
雑
事
一

、
結
句
同
廿
日
妙
識
被
二

追
出
一

之
間
、
地
下
目

録
不
レ

能
レ

認
二

進
之
一

候
、
仍
可
レ

令
二

帰
参
一

候
之
処
、
屋
代
越
中
守

師
国
拝
領
之
地
、
当
国
東
条
庄
内
社
村
事
、
希
善
為
二

使
節
一

、

被
レ

成
二

御
教
書
一

候
之
間
、
遂
二

其
節
一

、
可
レ

令
二

帰
参
一

候
、
若
条
々

偽
申
候
者
、

　

 

八
幡
大
菩
薩
御
罰
於
可
二

罷
蒙
一

候
、以
二

此
旨
一

、可
レ

有
二

御
披
露
一

候
哉
、

恐
惶
謹
言

　
　
　
　

永
和
三
年
五
月
廿
一
日　

沙
弥
希
善
（
裏
花
押
）

　
　

進
上　

御
奉
行
所）

11
（

　

両
使
の
一
人
、
雑
賀
希
善
が
鎌
倉
府
に
提
出
し
た
史
料
十
の
請
文
に
よ

れ
ば
、
雑
賀
・
壱
岐
の
両
使
は
小
河
郷
に
入
り
、
円
覚
寺
雑
掌
妙
識
に
対

し
打
渡
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
続
い
て
、
村
々
の
名
字
や
土
貢
分
限
な
ど
の

調
査
を
行
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、「
百
姓
等
与
本
主
益
戸
常
陸
入
道
行
政

一
体
」
と
な
り
、
こ
ち
ら
の
指
示
に
従
わ
ず
、
厨
の
雑
事
も
せ
ず
、
遂
に

は
雑
掌
妙
識
を
追
い
出
す
に
至
っ
た
為
、「
地
下
目
録
」
の
作
成
を
果
た

せ
ず
に
帰
参
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
小
河
郷
の
百
姓
等
と

組
ん
で
鎌
倉
府
に
抵
抗
し
た
の
が
、
本
主
で
あ
る
「
益
戸
常
陸
入
道
行
政
」

で
あ
り
、
出
家
し
て
い
る
も
の
の
、
四
十
年
ぶ
り
に
史
料
に
登
場
し
た
益

戸
行
政
そ
の
人
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
両
使
の
入
部
以
前
、
行
政
は
本
主
と
号

し
て
鎌
倉
府
に
訴
え
を
起
こ
し
て
い
た
が）

1（
（

、鎌
倉
府
は
そ
の
訴
え
を
退
け
、
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両
使
に
よ
る
沙
汰
付
な
ど
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
行
政

は
小
河
郷
の
百
姓
等
と
連
帯
し
て
抵
抗
し
、
両
使
と
雑
掌
を
追
い
出
す
戦

果
を
挙
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

奉
行
人
の
両
使
に
よ
る
遵
行
に
失
敗
し
た
鎌
倉
府
は
、
常
陸
守
護
佐
竹

義
宣
を
動
員
し
、
彼
に
命
じ
て
尚
も
沙
汰
付
の
実
現
を
図
っ
た
。
そ
し
て

最
終
的
に
は
、
行
政
ら
の
抵
抗
も
空
し
く
、
佐
竹
義
宣
に
よ
っ
て
沙
汰
付

が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る）

11
（

。

　

こ
の
永
和
三
年
が
、
行
政
の
活
動
の
終
見
で
あ
る
。
下
っ
て
永
徳
年
間

に
入
り
、
当
初
三
ケ
年
と
さ
れ
た
小
河
郷
の
寄
進
に
つ
い
て
、
円
覚
寺
は

京
都
に
在
っ
た
春
屋
妙
葩
を
通
じ
て
、
小
河
郷
の
円
覚
寺
へ
の
永
代
寄
進

を
幕
府
へ
求
め
た）

11
（

。
そ
し
て
こ
れ
を
認
め
た
幕
府
か
ら
の
指
示
を
受
け
た

鎌
倉
公
方
足
利
氏
満
は
、
再
び
小
河
郷
へ
両
使
を
派
遣
し
て
沙
汰
付
を
実

施
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
ま
た
在
地
か
ら
の
反
発
を
受
け
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
の
時
の
小
河
郷
の
所
有
者
に
つ
い
て
、
氏
満
は
「
益
戸
常
陸

介
篤
政
法
師
法
名
観
政

」
と
記
し
て
お
り）

11
（

、
永
徳
年
間
段
階
の
小
河
益
戸
氏
当
主

は
こ
の
篤
政
（
観
政
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
名
乗
り
を
考
え

る
な
ら
ば
、
行
政
の
子
に
当
た
る
人
物
と
思
わ
れ
、
永
和
三
年
か
ら
永
徳

二
年
ま
で
の
間
に
、
益
戸
行
政
は
亡
く
な
り
、
そ
の
跡
を
篤
政
が
継
い
だ

も
の
と
思
わ
れ
る
。
建
武
年
間
に
既
に
九
州
で
軍
事
行
動
を
起
こ
せ
る
立

場
に
あ
っ
た
こ
と
を
み
る
な
ら
ば
、
行
政
の
没
年
齢
は
六
十
代
後
半
か
ら

七
十
代
前
半
頃
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
益
戸
行
政
の
九
州
及
び
関
東
に
お
け
る
活
動
を
み
て
き
た
。
建

武
政
権
下
に
お
い
て
、
常
陸
か
ら
一
族
を
連
れ
て
、
遠
く
日
向
へ
入
っ
た

益
戸
行
政
は
、
南
北
朝
内
乱
の
勃
発
に
伴
い
、
伊
東
氏
や
肝
付
氏
な
ど
、

日
向
や
大
隅
の
南
朝
勢
力
と
結
び
、
畠
山
義
顕
を
中
心
と
す
る
北
朝
方
と

数
年
に
渡
り
戦
い
続
け
た
。
戦
況
は
北
朝
方
有
利
で
展
開
し
、
伊
東
氏
ら

が
相
次
い
で
降
伏
し
、
最
終
的
に
行
政
も
降
伏
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
の
行
政
の
足
跡
は
不
明
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
遠
く
な
い
時
期

に
常
陸
へ
帰
国
し
、
父
広
政
の
後
を
継
い
で
小
河
益
戸
氏
の
当
主
の
座
に

就
い
た
。
父
広
政
は
行
政
と
異
な
り
、
南
北
朝
内
乱
当
初
よ
り
北
朝
方
と

し
て
活
動
し
、
勢
力
の
維
持
を
図
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
当
該
期
の
小
河

益
戸
氏
は
、
北
朝
方
の
父
広
政
と
南
朝
方
の
子
行
政
、
秀
信
兄
弟
と
い
う

構
図
で
活
動
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
常
陸
に
お
い
て
は
北

朝
方
が
勝
利
し
た
こ
と
に
よ
り
、
小
河
益
戸
氏
も
広
政
に
よ
っ
て
自
ら
の

所
領
を
守
り
抜
い
た
と
み
ら
れ
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
、
行
政
の
帰
国
を
実

現
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
は
じ
め
に
で
触
れ
た
大
井
田
義
氏

や
山
内
経
之
が
、
異
郷
の
地
で
降
伏
或
い
は
戦
死
し
、
本
貫
地
へ
の
復
帰
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を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
北
朝
方
の
広
政
と
南
朝

方
の
行
政
と
い
う
形
で
二
つ
に
割
れ
た
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
家
の
存
続

に
繋
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
永
和
年
間
に
入
り
、
再
び
行
政
の
活
動
が
確
認
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
焼
失
し
た
円
覚
寺
の
復
興
の
た
め
の
料
所
と
さ
れ
た
小
河
郷
を
巡

り
、
行
政
は
在
地
の
百
姓
等
と
連
携
し
、
鎌
倉
府
に
徹
底
抗
戦
を
繰
り
広

げ
、
一
時
は
遵
行
の
両
使
を
追
い
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
ほ
ど
の
勢
い
を

持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
守
護
佐
竹
氏
を
動
員
す
る
な
ど
、
な
り
ふ
り
構

わ
ぬ
鎌
倉
府
の
攻
勢
の
前
に
敗
れ
、
最
終
的
に
小
河
郷
は
円
覚
寺
の
造
営

料
所
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

小
河
益
戸
氏
を
含
め
、
当
該
期
の
常
陸
地
域
に
お
け
る
諸
勢
力
の
活
動

に
つ
い
て
は
、
不
明
な
点
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の

個
別
の
検
討
を
深
め
な
が
ら
、
当
該
地
域
の
政
治
構
造
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
閣
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

註（１
） 

呉
座
勇
一
『
戦
争
の
日
本
中
世
史
「
下
剋
上
」
は
本
当
に
あ
っ
た
の
か
』
第
三
章

（
新
潮
社
、
二
〇
一
四
）

（
２
） 「
熊
谷
家
文
書
」野
本
鶴
寿
丸
軍
忠
状（『
南
北
朝
遺
文 

関
東
編 

第
一
巻
』七
四
四
、

以
下
『
南
関
○
』
と
略
す
）。

（
３
） 

註
１
呉
座
氏
著
書
第
四
章
を
参
照
。

（
４
） 

峰
岸
純
夫
『
新
田
岩
松
氏
』（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
一
、
初
出
は
『
尾
島
町
誌 

通
史
編 

上
巻
』
尾
島
町
誌
専
門
委
員
会
、
一
九
九
三
）

（
５
） 

註
４
に
同
じ
。
堺
浜
合
戦
に
お
い
て
、「
新
田
綿
打
」
は
北
畠
顕
家
、
名
和
義
高

ら
と
共
に
討
た
れ
た
と
さ
れ
る
が（「
深
堀
系
図
証
文
記
録
」一
色
道
猷
下
知
状『
南

北
朝
遺
文 

九
州
編 

第
一
巻
』
一
一
六
一
、
以
下
『
南
九
○
』
と
略
す
。）、「
新

田
綿
打
」
と
、
暦
応
年
間
に
土
佐
へ
入
っ
た
「
綿
打
入
道
」
は
、
父
子
で
あ
っ
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
（「
大
野
太
郎
氏
所
蔵
文
書
」
堅
田
経
貞
軍
忠
状
『
南

関
二
』
一
〇
九
〇
）。
何
れ
に
せ
よ
、
新
田
綿
打
氏
が
上
野
を
離
れ
、
和
泉
や
土

佐
を
転
戦
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
６
） 

池
田
公
一
「
円
覚
寺
領
小
河
郷
の
展
開
」（『
小
川
町
史 

下
巻
』
第
三
編
第
三
章

第
二
節
、
小
川
町
、
一
九
八
八
）、
湯
浅
治
久
「
お
寺
が
村
を
ま
る
ご
と
買
っ
た

話
─
中
世
東
国
村
落
に
お
け
る
末
寺
の
形
成
─
」（
同『
中
世
東
国
の
地
域
社
会
史
』

第
二
部
附
論
四
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
、
初
出
は
『
中
世
房
総
』
一
〇
、

一
九
九
八
）、
高
橋
裕
文
「
室
町
期
円
覚
寺
造
営
料
所
化
と
常
陸
国
小
河
郷
地
頭
・

百
姓
の
闘
い
─
「
指
出
」
と
年
貢
契
約
と
の
関
連
に
お
い
て
─
」（『
茨
城
大
学
人

文
科
学
研
究
』
三
、二
〇
一
一
）、
植
田
真
平
「
公
方
足
利
氏
満
・
満
兼
期
鎌
倉
府

の
支
配
体
制
」（
同
『
鎌
倉
府
の
支
配
と
権
力
』
第
一
部
第
二
章
、
校
倉
書
房
、

二
〇
一
八
、
初
出
は
『
歴
史
学
研
究
』
九
一
七
、二
〇
一
四
）、
拙
稿
「
常
陸
国
の

遵
行
」（
黒
田
基
樹
編
著
『
鎌
倉
府
発
給
文
書
の
研
究
』
戎
光
祥
出
版
、

二
〇
二
〇
）
な
ど
。

（
７
） 『
小
川
町
史 

下
巻
』
第
三
編
（
註
６
に
同
じ
）
に
お
い
て
も
、
南
北
朝
内
乱
初
期

の
小
河
益
戸
氏
に
関
す
る
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

（
８
） 

な
お
、
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
期
ま
で
の
小
河
益
戸
氏
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意

し
て
い
る
。

（
９
） 「「
旧
記
雑
録
前
編 

十
八
」
所
収
土
持
文
書
」
土
持
宣
栄
軍
忠
状
案
（『
南
関
一
』

三
九
六
）。
な
お
、
こ
の
文
書
に
つ
い
て
、『
南
関
一
』
及
び
『
南
九
一
』
四
〇
八
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は
、
そ
の
出
典
を
「
日
向
土
持
文
書
」
と
す
る
が
、
同
文
書
群
に
こ
の
文
書
は
確

認
で
き
な
い
。
永
井
哲
雄
「「
土
持
文
書
」
覚
書
─
「
日
向
古
文
書
集
成
」
所
収

土
持
文
書
に
つ
い
て
─
」（『
宮
崎
県
史
研
究
』
四
、一
九
九
〇
）
を
参
照
。

（
10
） 

当
該
期
の
日
向
国
の
情
勢
に
つ
い
て
は
、『
宮
崎
県
史 

通
史
編 

中
世
』第
二
章（
山

口
隼
正
・
福
島
金
治
・
上
田
純
一
執
筆
、
一
九
九
八
）、『
都
城
市
史
』
第
一
編
第

二
章
（
新
名
一
仁
・
若
山
浩
章
氏
執
筆
、
二
〇
〇
五
）
な
ど
を
参
照
。

（
11
） 「「
旧
記
雑
録
前
編 

巻
十
八
」
所
収
土
持
文
書
」
畠
山
義
顕
感
状
写
（『
南
関
一
』

四
五
九
）

（
12
） 「「
旧
記
雑
録
前
編 

巻
十
八
」
所
収
土
持
文
書
」
畠
山
義
顕
軍
勢
催
促
状
写
（『
南

関
一
』
四
六
〇
）

（
13
） 「
宮
崎
県
立
図
書
館
寄
託
郡
司
文
書
」
日
下
部
盛
連
軍
忠
状
写
（『
南
関
一
』

四
六
四
）

（
14
） 「
常
陸
総
社
宮
文
書
」
常
陸
国
惣
社
造
営
役
所
地
頭
等
請
文
目
録
（『
茨
城
県
史
料 

中
世
編
Ⅰ
』
第
二
一
号
、
以
下
『
茨
県
○
』
と
略
す
。）
に
「
一
通　

野
寺
郷
一

分
地
頭
益
戸
四
郎
兵
衛
尉
□〔
請
文
ヵ
〕□」

と
み
え
、
こ
れ
に
対
応
す
る
請
文
が
、「
藤
原

忠
行
」
の
名
で
出
さ
れ
て
い
る
（「
常
陸
総
社
宮
文
書
」
益
戸
忠
行
請
文
『
茨
県
Ⅰ
』

第
三
八
号
）。
こ
こ
か
ら
、
文
保
年
間
頃
の
益
戸
四
郎
兵
衛
尉
が
忠
行
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
彼
と
同
じ
官
途
名
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秀
名

は
彼
の
後
継
者
、
恐
ら
く
は
子
に
当
た
る
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
15
） 

尤
も
、
益
戸
氏
と
九
州
の
関
係
は
、
鎌
倉
期
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
正
和

二
年
（
一
三
一
三
）、
肥
後
の
相
良
蓮
道
の
代
理
で
あ
る
道
心
と
、
日
向
の
穂
北

郷
地
頭
代
心
生
の
下
に
在
っ
た
了
信
法
師
の
間
で
勃
発
し
た
相
論
に
つ
い
て
、
鎮

西
探
題
北
条
政
頼
は
、「
伊
東
藤
内
左
衛
門
尉
祐
廣
、
益
戸
四
郎
左
衛
門
尉
行
直
」

に
命
じ
て
そ
の
実
否
を
問
い
た
だ
さ
せ
た
こ
と
が
み
え
、
既
に
鎌
倉
末
期
の
段
階

で
、
益
戸
氏
一
族
が
九
州
に
進
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（「
相
良
家
文
書
」

鎮
西
探
題
北
条
政
顕
下
知
状『
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
五
ノ
一
』四
二
）。た
だ
し
、

益
戸
行
直
に
つ
い
て
は
、
史
料
一
の
「
弓
削
・
田
木
谷
地
頭
益
戸
四
郎
左
衛
門
尉
」

と
み
え
る
人
物
と
同
一
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
系
統
は
行
政
と
も
、
秀
名
と
も
異

な
る
系
統
と
考
え
ら
れ
、
彼
の
活
動
と
行
政
・
秀
名
の
活
動
を
そ
の
ま
ま
直
線
的

に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

（
16
） 「
宮
崎
県
立
図
書
館
寄
託
郡
司
文
書
」日
下
部
盛
連
軍
忠
状（『
南
九
一
』一
一
二
四
）

（
17
） 「
宮
崎
県
立
図
書
館
寄
託
郡
司
文
書
」日
下
部
盛
連
軍
忠
状（『
南
九
二
』一
三
九
六
）。

郡
司
文
書
の
写
本
（『
諸
士
顕
功
録 

郡
司
氏
』）
所
収
の
写
で
は
、
冒
頭
を
「
日

向
国
々
富
庄
」
と
し
て
い
る
。

（
18
） 「
宮
崎
県
立
図
書
館
寄
託
郡
司
文
書
」
日
下
部
盛
連
軍
忠
状
（『
南
九
二
』

一
五
五
八
）。
な
お
、『
諸
士
顕
功
録 

郡
司
氏
』
所
収
の
写
で
は
、
畠
山
義
顕
の

花
押
の
上
に
「
承
了
」
と
あ
る
。

（
19
） 

土
持
氏
に
つ
い
て
は
、
註
９
永
井
論
文
を
参
照
。

（
20
） 「
大
光
寺
文
書
」
野
本
行
秀
書
状
（『
宮
崎
県
史 

史
料
編 

中
世
Ⅰ
』
第
九
八
号
、

以
下
『
宮
崎
○
』
と
略
す
。）

（
21
） 「『
平
姓
禰
寝
氏
正
統
文
献 

六
』
所
収
文
書
」
建
部
清
成
・
同
清
有
軍
忠
状
写
（『
南

九
三
』
三
六
六
九
）

（
22
） 「
西
福
寺
文
書
」
相
良
頼
明
譲
状
（『
宮
崎
Ⅱ
』
第
一
八
号
）

（
23
） 「
西
福
寺
文
書
」
畠
山
直
顕
宛
行
状
（『
宮
崎
Ⅱ
』
第
一
九
号
）

（
24
） 

た
だ
し
、
当
時
足
利
直
冬
方
で
あ
っ
た
畠
山
直
顕
は
「
貞
和
」
年
号
を
引
き
続
き

用
い
て
お
り
、
註
23
の
宛
行
状
で
は
「
貞
和
六
年
」
と
記
し
て
い
る
。

（
25
） 

行
直
に
つ
い
て
は
註
15
を
参
照
。

（
26
） 

註
２
、「
吉
成
尚
親
氏
所
蔵
茂
木
文
書
」
茂
木
明
阿
（
知
貞
）
軍
忠
状
（『
南
関
一
』

六
二
二
）。

（
27
） 
駒
見
敬
祐
「
応
安
大
火
後
円
覚
寺
造
営
に
お
け
る
室
町
幕
府
と
鎌
倉
府
」（『
鎌
倉
』

一
二
四
、二
〇
一
八
）

（
28
） 
註
６
高
橋
氏
論
文
を
参
照
。

（
29
） 「
円
覚
寺
文
書
」
雑
賀
希
善
請
文
（『
南
関
五
』
三
八
五
四
）

（
30
） 

行
政
の
活
動
時
期
を
考
え
る
に
当
た
り
、
彼
の
祖
父
義
広
は
、
結
城
朝
光
の
末
子
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で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
長
兄
結
城
広
綱
が
十
三
世
紀
中
期
に
活
動
し
た
人
物
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
義
広
の
生
年
は
一
二
五
〇
年
代
の
前
後
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
行

政
が
既
に
建
武
年
間
の
時
点
で
元
服
し
、
一
方
の
将
と
し
て
戦
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
考
え
る
な
ら
ば
、
行
政
の
生
年
は
遅
く
み
て
も
一
三
一
〇
年
代
と
み
ら
れ
る
こ

と
、
父
広
政
は
概
ね
一
二
七
〇
年
代
前
後
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。

 

　

更
に
、
永
徳
年
間
に
活
動
が
み
え
る
篤
政
は
行
政
の
子
と
思
わ
れ
る
が
、
篤
政

の
子
と
み
ら
れ
る
常
陸
三
郎
が
元
服
し
、鎌
倉
に
出
仕
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
「
篤
」
の
字
が
常
陸
守
護
佐
竹
義
篤
か
ら
の
一
字
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
篤
政
の
生
年
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
行
政
が
九
州
へ
遣
わ
さ
れ
る

前
の
一
三
三
〇
年
代
前
半
と
、
そ
の
子
常
陸
三
郎
は
一
三
五
〇
年
代
後
半
の
生
ま

れ
と
そ
れ
ぞ
れ
推
定
で
き
る
。

（
31
） 「
円
覚
寺
文
書
」
上
杉
能
憲
奉
書
（『
南
関
五
』
三
八
四
九
）

（
32
） 「
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
『
古
簡
雑
纂 
七
』」
佐
竹
義
宣
請
文
（『
南
関
五
』

三
八
五
七
）

（
33
） 「
円
覚
寺
文
書
」
春
屋
妙
葩
書
状
（『
南
関
六
』
四
〇
九
八
）。
た
だ
し
、
既
に
永

和
三
年
十
二
月
に
円
覚
寺
及
び
常
陸
国
へ
そ
れ
ぞ
れ
出
さ
れ
た
官
宣
旨
に
は
、
小

河
郷
を
「
永
為
円
覚
禅
寺
領
」
と
し
て
、
伊
勢
の
役
夫
工
米
な
ど
の
所
役
を
免
除

す
る
と
記
し
て
お
り
（「
円
覚
寺
文
書
」
官
宣
旨
『
南
関
五
』
三
八
七
一
、

三
七
八
四
）、
小
河
郷
の
円
覚
寺
へ
の
永
代
寄
進
は
既
定
路
線
で
あ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。

（
34
） 「
円
覚
寺
文
書
」
足
利
氏
満
寄
進
状
（『
南
関
六
』
四
一
二
〇
）


